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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 7 月 2 1 日 ( 2 0 2 2 . 7 . 2 1 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ユ ー ザ に よ っ て 頭 部 に 装 着 さ れ る た め に 構 成 さ れ る 装 置 で あ っ て 、
前 記 ユ ー ザ の た め に グ ラ フ ィ ッ ク を 提 示 す る よ う に 構 成 さ れ る 画 面 と 、
前 記 ユ ー ザ が 位 置 す る 環 境 を 視 認 す る よ う に 構 成 さ れ る カ メ ラ シ ス テ ム と 、
前 記 カ メ ラ シ ス テ ム に 結 合 さ れ る 処 理 ユ ニ ッ ト で あ っ て 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
第 １ の 解 像 度 を 有 す る 第 １ の 画 像 を 取 得 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 は 、 第 １ の 角  
を 有 す る 、 こ と と 、
第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 第 ２ の 画 像 を 決 定 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 と 対 応 す る 第 ２ の 角 を 有 し 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 に 基  
づ き 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 未 満 で あ る 、 こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 決 定 さ れ た 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と
を 行 う よ う に 構 成 さ れ る 、 処 理 ユ ニ ッ ト と
を 備 え 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 か ら 検 出 さ れ た 角 の セ ッ  
ト 内 の １ つ 以 上 の 重 複 す る 検 出 さ れ た 角 を 除 去 す る よ う に 構 成 さ れ 、 前 記 角 の セ ッ ト は 、  
前 記 第 ２ の 角 を 備 え 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 １ の 画 像 内 の 第 １ の 角 の 位 置 を 決  
定 す る 前 に 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 と 関 連 付 け ら れ た 前 記 １ つ 以 上 の  
重 複 す る 検 出 さ れ た 角 を 除 去 す る よ う に 構 成 さ れ 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 第 １ の 定 数 ｋ １ に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す  
る よ う に 構 成 さ れ 、
ｋ １ ＝ Ｒ ／ （ １ ＋ Ｒ ） ＾ ２ で あ り 、 Ｒ は 、 － １ と 異 な る 数 で あ り 、 ｋ １ の 値 は 、 Ｒ に 関 す  
る 数 を 選 択 し 、 上 記 の 方 程 式 に 基 づ い て ｋ １ を 計 算 す る こ と に よ っ て 、 決 定 さ れ る 、 装 置  
。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 前 記 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る 、
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請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 １ つ 以 上 の 基 準 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 前 記 角 の セ ッ ト を  
検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、
前 記 １ つ 以 上 の 基 準 は 、 平 面 状 で あ り 、 か つ ／ ま た は 不 十 分 な テ ク ス チ ャ を 有 す る 前 記 第  
２ の 画 像 内 の １ つ 以 上 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る た め の 第 １ の 基 準 、 線 形 構 成 を 有 す る 前  
記 第 ２ の 画 像 内 の １ つ 以 上 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る た め の 第 ２ の 基 準 、 ま た は 前 記 第 １  
の 基 準 お よ び 前 記 第 ２ の 基 準 の 両 方 を 備 え る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 し 、 角 の サ ブ セ ッ ト を 前 記 角 の セ ッ ト か ら 選 択  
す る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 ハ ー ド ウ ェ ア は 、 前 記 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 ソ フ ト ウ ェ ア は 、 前 記 空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 す る よ う に 構 成 さ れ る  
、 請 求 項 ４ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
前 記 第 ２ の 画 像 を 第 １ の 画 像 部 分 を 有 す る 複 数 の 画 像 部 分 に 分 割 す る こ と と 、
前 記 角 の セ ッ ト 内 の 角 毎 に 、 ス コ ア を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 １ の 画 像 部 分 内 の 角 の ス コ ア に 基 づ い て 、 か つ 前 記 第 １ の 画 像 部 分 に 関 し て 事 前 に  
規 定 さ れ た 角 の 最 大 数 に 基 づ い て 、 １ つ 以 上 の 角 を 前 記 第 １ の 画 像 部 分 内 の 角 か ら 選 択 す  
る こ と と
に よ っ て 、 空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 非 最 大 値 抑 制 を 実 施 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 装 置  
。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 ハ ー ド ウ ェ ア は 、 前 記 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 ソ フ ト ウ ェ ア は 、 前 記 非 最 大 値 抑 制 を 実 施 す る よ う に 構 成 さ れ る  
、 請 求 項 ７ の 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 角 を 含 む 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う  
に 構 成 さ れ 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は ま た 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ  
い て 、 前 記 第 １ の 角 を 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト か ら 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 請  
求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る ハ ー ド  
ウ ェ ア と 、 前 記 第 １ の 角 を 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト か ら 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る  
ソ フ ト ウ ェ ア と を 備 え る 、 請 求 項 ９ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 第 １ の 解 像 度 と 前 記 第 ２ の 画 像 の 前 記 第 ２ の  
解 像 度 と の 間 の 関 係 に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求  
項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 第 ２ の 角 の 位 置 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） と 対 応 し 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） は 、 前 記 第 １ の 画 像 内 の 複 数 の ピ ク セ ル  
位 置 と 対 応 し 、
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前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） に 対 す る 最 良 空 間  
関 係 を 有 す る 前 記 第 １ の 画 像 内 の 複 数 の ピ ク セ ル 位 置 の う ち の １ つ を 選 択 す る こ と に よ っ  
て 、 前 記 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 画 像 を 前 記 第 ２ の 画 像 に 変 換 す る こ と に よ っ て 、 前 記 第  
２ の 画 像 を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ る 画 像 調 節 器 を 備 え 、
前 記 画 像 調 節 器 は 、 前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 第 １ の 解 像 度 を ダ ウ ン ス ケ ー ル し 、 前 記 第 ２ の  
解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 を 取 得 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 第 １ の 基 準 に 基 づ い て 動 作 す る よ う に 構 成 さ れ る 角 検 出 器 を 備 え 、
前 記 第 １ の 基 準 は 、 平 面 状 で あ り 、 か つ ／ ま た は 不 十 分 な テ ク ス チ ャ を 有 す る 前 記 第 ２ の  
画 像 内 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 角 検 出 器 は 、 第 ２ の 基 準 に 基 づ い て 動 作 す る よ う に さ ら に 構 成 さ れ 、
前 記 第 ２ の 基 準 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 線 形 構 成 を 伴 う オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る 、 請 求 項
１ ４ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 第 ２ の 定 数 ｋ ２ に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す  
る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
前 記 第 ２ の 定 数 ｋ ２ は 、 前 記 第 １ の 定 数 ｋ １ に 基 づ く 、 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
ｋ ２ ＝ （ ｋ １ － １ ／ １ ６ ） ／ １ ６ で あ り 、 ｋ ２ の 値 は 、 ｋ １ に 関 す る 値 を 取 得 し 、 上 記 の  
方 程 式 に 基 づ い て ｋ ２ を 計 算 す る こ と に よ っ て 、 決 定 さ れ る 、 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 非 最 大 値 抑 制 ま た は 空 間 ビ ニ ン グ の う ち の 少 な く と も １ つ を 実 施 す  
る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 非 最 大 値 抑 制 ま た は 空 間 ビ ニ ン グ の う ち の 少 な く と も １ つ を 実 施 す  
る よ う に 構 成 さ れ る ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え る 、 請 求 項 １ ９ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 角 の 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 マ ッ プ を 作 成  
し 、 前 記 作 成 さ れ た マ ッ プ に 基 づ い て 、 前 記 ユ ー ザ の 位 置 特 定 を 実 施 す る よ う に 構 成 さ れ  
る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
頭 部 装 着 型 画 像 デ ィ ス プ レ イ デ バ イ ス に よ っ て 実 施 さ れ る 方 法 で あ っ て 、
第 １ の 解 像 度 を 有 す る 第 １ の 画 像 を 取 得 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 は 、 第 １ の 角  
を 有 す る 、 こ と と 、
第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 第 ２ の 画 像 を 決 定 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 と 対 応 す る 第 ２ の 角 を 有 し 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 に 基  
づ き 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 未 満 で あ る 、 こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 決 定 さ れ た 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 か ら 検 出 さ れ た 角 の セ ッ ト 内 の １ つ 以 上 の 重 複  
す る 検 出 さ れ た 角 を 除 去 す る こ と で あ っ て 、 前 記 角 の セ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 角 を 備 え る 、  
こ と と
を 含 み 、
前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 と 関 連 付 け ら れ た 前 記 １ つ 以 上 の 重 複 す る 検 出  
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さ れ た 角 を 除 去 す る 作 動 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 １ の 画 像 内 の 前 記 第 １ の 角  
の 位 置 を 決 定 す る 作 動 が 実 施 さ れ る 前 に 、 実 施 さ れ 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 前 記 第 ２ の 角 は 、 第 １ の 定 数 ｋ １ に 基 づ い て 検 出 さ れ 、
ｋ １ ＝ Ｒ ／ （ １ ＋ Ｒ ） ＾ ２ で あ り 、 Ｒ は 、 － １ と 異 な る 数 で あ り 、 ｋ １ の 値 は 、 Ｒ に 関 す  
る 数 を 選 択 し 、 上 記 の 方 程 式 に 基 づ い て ｋ １ を 計 算 す る こ と に よ っ て 、 決 定 さ れ る 、 方 法  
。
【 請 求 項 ２ ３ 】
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 前 記 角 の セ ッ ト を 検 出 す る こ と を さ ら に 含 み 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 前  
記 角 の セ ッ ト を 検 出 す る 作 動 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 前 記 第 ２ の 角 を 検 出 す る 作 動 を 含 む  
、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 前 記 角 の セ ッ ト は 、 １ つ 以 上 の 基 準 に 基 づ い て 検 出 さ れ 、
前 記 １ つ 以 上 の 基 準 は 、 平 面 状 で あ り 、 か つ ／ ま た は 不 十 分 な テ ク ス チ ャ を 有 す る 前 記 第  
２ の 画 像 内 の １ つ 以 上 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る た め の 第 １ の 基 準 、 線 形 構 成 を 有 す る 前  
記 第 ２ の 画 像 内 の １ つ 以 上 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る た め の 第 ２ の 基 準 、 ま た は 前 記 第 １  
の 基 準 お よ び 前 記 第 ２ の 基 準 の 両 方 を 備 え る 、 請 求 項 ２ ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
前 記 方 法 は 、 ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え る 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 実 施 さ れ 、
前 記 角 の セ ッ ト は 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 ハ ー ド ウ ェ ア に よ っ て 検 出 さ れ 、
前 記 空 間 ビ ニ ン グ は 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 ソ フ ト ウ ェ ア に よ っ て 実 施 さ れ る 、 請 求 項
２ ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 し 、 角 の サ ブ セ ッ ト を 前 記 角 の セ ッ ト か ら 選 択 す る こ と を さ ら に 含 む  
、 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
前 記 第 ２ の 画 像 を 第 １ の 画 像 部 分 を 有 す る 複 数 の 画 像 部 分 に 分 割 す る こ と と 、
前 記 角 の セ ッ ト 内 の 角 毎 に 、 ス コ ア を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 １ の 画 像 部 分 内 の 角 の ス コ ア に 基 づ い て 、 か つ 前 記 第 １ の 画 像 部 分 に 関 し て 事 前 に  
規 定 さ れ た 角 の 最 大 数 に 基 づ い て 、 １ つ 以 上 の 角 を 前 記 第 １ の 画 像 部 分 内 の 角 か ら 選 択 す  
る こ と と
に よ っ て 、 空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 す る こ と
を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
非 最 大 値 抑 制 が 実 施 さ れ る 、 請 求 項 ２ ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
前 記 方 法 は 、 ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え る 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 実 施 さ れ 、
前 記 角 の セ ッ ト は 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 ハ ー ド ウ ェ ア に よ っ て 検 出 さ れ 、
前 記 非 最 大 値 抑 制 は 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 ソ フ ト ウ ェ ア に よ っ て 実 施 さ れ る 、 請 求 項  
２ ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
前 記 第 １ の 角 を 含 む 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト を 検 出 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の 角 を 前 記  
第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト か ら 識 別 す る こ と と
を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ １ 】
前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト は 、 ハ ー ド ウ ェ ア に よ っ て 検 出 さ れ 、 前 記 第 １ の 角 は 、 ソ  
フ ト ウ ェ ア に よ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト か ら 識 別 さ れ る 、 請 求 項 ３ ０ に 記 載  
の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
前 記 第 １ の 角 の 位 置 は 、 前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 第 １ の 解 像 度 と 前 記 第 ２ の 画 像 の 前 記 第 ２  
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の 解 像 度 と の 間 の 関 係 に 基 づ い て 決 定 さ れ る 、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
前 記 第 ２ の 角 の 位 置 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） と 対 応 し 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） は 、 前 記 第 １ の 画 像 内 の 複 数 の ピ ク セ ル  
位 置 と 対 応 し 、
前 記 第 １ の 角 の 位 置 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） に 対 す る 最 良 空  
間 関 係 を 有 す る 前 記 第 １ の 画 像 内 の 複 数 の ピ ク セ ル 位 置 の う ち の １ つ を 選 択 す る こ と に よ  
っ て 決 定 さ れ る 、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 を 前 記 第 ２ の 画 像 に 変 換 す る こ と に よ っ て 決 定 さ れ 、
前 記 第 １ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 第 １ の 解 像 度 を ダ ウ ン ス ケ ー ル し 、 前 記 第 ２ の  
解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 を 取 得 す る こ と に よ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 に 変 換 さ れ る 、  
請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
前 記 方 法 は 、 角 検 出 器 を 備 え る 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 実 施 さ れ 、 前 記 角 検 出 器 は 、 第 １ の  
基 準 に 基 づ い て 動 作 す る よ う に 構 成 さ れ 、
前 記 第 １ の 基 準 は 、 平 面 状 で あ り 、 か つ ／ ま た は 不 十 分 な テ ク ス チ ャ を 有 す る 前 記 第 ２ の  
画 像 内 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る 、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
前 記 角 検 出 器 は 、 第 ２ の 基 準 に 基 づ い て 動 作 す る よ う に さ ら に 構 成 さ れ 、
前 記 第 ２ の 基 準 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 線 形 構 成 を 伴 う オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る 、 請 求 項
３ ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 は 、 第 ２ の 定 数 ｋ ２ に 基 づ い て 検 出 さ れ る 、 請 求 項 ２ ２ に 記  
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ８ 】
前 記 第 ２ の 定 数 ｋ ２ は 、 前 記 第 １ の 定 数 ｋ １ に 基 づ く 、 請 求 項 ３ ７ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ９ 】
ｋ ２ ＝ （ ｋ １ － １ ／ １ ６ ） ／ １ ６ で あ り 、 ｋ ２ の 値 は 、 ｋ １ に 関 す る 値 を 取 得 し 、 上 記 の  
方 程 式 に 基 づ い て ｋ ２ を 計 算 す る こ と に よ っ て 、 決 定 さ れ る 、 請 求 項 ３ ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ０ 】
非 最 大 値 抑 制 ま た は 空 間 ビ ニ ン グ の う ち の 少 な く と も １ つ を 実 施 す る こ と を さ ら に 含 む 、  
請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ １ 】
前 記 第 １ の 角 の 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 マ ッ プ を 作 成 す る こ と を さ ら に 含 む  
、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ２ 】
ユ ー ザ に よ っ て 頭 部 に 装 着 さ れ る た め に 構 成 さ れ る 装 置 で あ っ て 、
前 記 ユ ー ザ の た め に グ ラ フ ィ ッ ク を 提 示 す る よ う に 構 成 さ れ る 画 面 と 、
前 記 ユ ー ザ が 位 置 す る 環 境 を 視 認 す る よ う に 構 成 さ れ る カ メ ラ シ ス テ ム と 、
前 記 カ メ ラ シ ス テ ム に 結 合 さ れ る 処 理 ユ ニ ッ ト で あ っ て 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
第 １ の 解 像 度 を 有 す る 第 １ の 画 像 を 取 得 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 は 、 第 １ の 角  
を 有 す る 、 こ と と 、
第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 第 ２ の 画 像 を 決 定 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 と 対 応 す る 第 ２ の 角 を 有 し 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 に 基  
づ き 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 未 満 で あ る 、 こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 決 定 さ れ た 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と
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を 行 う よ う に 構 成 さ れ る 、 処 理 ユ ニ ッ ト と
を 備 え 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 か ら 検 出 さ れ た 角 の セ ッ  
ト 内 の １ つ 以 上 の 重 複 す る 検 出 さ れ た 角 を 除 去 す る よ う に 構 成 さ れ 、 前 記 角 の セ ッ ト は 、  
前 記 第 ２ の 角 を 備 え 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
前 記 第 １ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 １ の 画 像 内 の 前 記 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る 前 に 、 前 記  
第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 と 関 連 付 け ら れ た 前 記 １ つ 以 上 の 重 複 す る 検 出 さ れ  
た 角 を 除 去 す る こ と と 、
角 ス コ ア に 基 づ い て 、 か つ 、 前 記 第 ２ の 画 像 よ り 幾 何 学 的 に 小 さ い 画 像 部 分 に 関 し て 事 前  
に 規 定 さ れ た 角 の 最 大 数 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 か ら 検 出  
さ れ た 前 記 角 の セ ッ ト 内 の 重 複 し て い な い 検 出 さ れ た 角 を 除 去 す る こ と と
を 行 う よ う に 構 成 さ れ る 、 装 置 。
【 請 求 項 ４ ３ 】
頭 部 装 着 型 画 像 デ ィ ス プ レ イ デ バ イ ス に よ っ て 実 施 さ れ る 方 法 で あ っ て 、
第 １ の 解 像 度 を 有 す る 第 １ の 画 像 を 取 得 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 は 、 第 １ の 角  
を 有 す る 、 こ と と 、
第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 第 ２ の 画 像 を 決 定 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 と 対 応 す る 第 ２ の 角 を 有 し 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 に 基  
づ き 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 未 満 で あ る 、 こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 決 定 さ れ た 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 か ら 検 出 さ れ た 角 の セ ッ ト 内 の 前 記 １ つ 以 上 の  
重 複 す る 検 出 さ れ た 角 を 除 去 す る こ と で あ っ て 、 前 記 角 の セ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 角 を 備 え  
る 、 こ と と 、
角 ス コ ア に 基 づ い て 、 か つ 、 前 記 第 ２ の 画 像 よ り 幾 何 学 的 に 小 さ い 画 像 部 分 に 関 し て 事 前  
に 規 定 さ れ た 角 の 最 大 数 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 か ら 検 出  
さ れ た 前 記 角 の セ ッ ト 内 の 重 複 し て い な い 検 出 さ れ た 角 を 除 去 す る こ と と
を 含 み 、
前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 と 関 連 付 け ら れ た 前 記 １ つ 以 上 の 重 複 す る 検 出  
さ れ た 角 を 除 去 す る 作 動 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 １ の 画 像 内 の 前 記 第 １ の 角  
の 位 置 を 決 定 す る 作 動 が 実 施 さ れ る 前 に 、 実 施 さ れ る 、 方 法 。
【 請 求 項 ４ ４ 】
ユ ー ザ に よ っ て 頭 部 に 装 着 さ れ る た め に 構 成 さ れ る 装 置 で あ っ て 、
前 記 ユ ー ザ の た め に グ ラ フ ィ ッ ク を 提 示 す る よ う に 構 成 さ れ る 画 面 と 、
前 記 ユ ー ザ が 位 置 す る 環 境 を 視 認 す る よ う に 構 成 さ れ る カ メ ラ シ ス テ ム と 、
前 記 カ メ ラ シ ス テ ム に 結 合 さ れ る 処 理 ユ ニ ッ ト で あ っ て 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
第 １ の 解 像 度 を 有 す る 第 １ の 画 像 を 取 得 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 は 、 第 １ の 角  
を 有 す る 、 こ と と 、
第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 第 ２ の 画 像 を 決 定 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 と 対 応 す る 第 ２ の 角 を 有 し 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 に 基  
づ き 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 未 満 で あ る 、 こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 決 定 さ れ た 位 置 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 第 １  
の 画 像 内 の 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と
を 行 う よ う に 構 成 さ れ る 、 処 理 ユ ニ ッ ト と
を 備 え 、



10

20

30

40

50

JP 2021-530816 A5 2022.7.29(7)

前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 角 ス コ ア に 基 づ い て 、 か つ 、 前 記 第 ２ の 画 像 よ り 幾 何 学 的 に 小 さ い  
画 像 部 分 に 関 し て 事 前 に 規 定 さ れ た 角 の 最 大 数 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 前  
記 第 ２ の 画 像 か ら 検 出 さ れ た 角 の セ ッ ト 内 の 重 複 し て い な い 検 出 さ れ た 角 を 除 去 す る よ う  
に 構 成 さ れ る 、 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ２ ４ 】
図 面 は 、 本 開 示 の 種 々 の 実 施 形 態 の 設 計 お よ び 可 用 性 を 図 示 す る 。 図 は 、 正 確 な 縮 尺 で 描  
か れ て お ら ず 、 類 似 構 造 ま た は 機 能 の 要 素 は 、 図 全 体 を 通 し て 類 似 参 照 番 号 に よ っ て 表 さ  
れ る こ と に 留 意 さ れ た い 。 本 開 示 の 種 々 の 実 施 形 態 の 前 述 お よ び 他 の 利 点 な ら び に 目 的 を  
得 る 方 法 を よ り 深 く 理 解 す る た め に 、 簡 単 に 前 述 さ れ た 開 示 の 詳 細 な 説 明 が 、 付 随 の 図 面  
に 図 示 さ れ る そ の 具 体 的 実 施 形 態 を 参 照 す る こ と に よ っ て 与 え ら れ る で あ ろ う 。 こ れ ら の  
図 面 は 、 本 開 示 の 典 型 的 実 施 形 態 の み を 描 写 し 、 し た が っ て 、 そ の 範 囲 の 限 定 と し て 見 な  
さ れ る べ き で は な い こ と を 理 解 し た 上 で 、 本 開 示 は 、 付 随 の 図 面 の 使 用 を 通 し て 付 加 的 具  
体 性 お よ び 詳 細 と と も に 説 明 な ら び に 記 載 さ れ る で あ ろ う 。
本 発 明 は 、 例 え ば 、 以 下 を 提 供 す る 。
（ 項 目 １ ）
  ユ ー ザ に よ っ て 頭 部 に 装 着 さ れ る た め に 構 成 さ れ る 装 置 で あ っ て 、
  前 記 ユ ー ザ の た め に グ ラ フ ィ ッ ク を 提 示 す る よ う に 構 成 さ れ る 画 面 と 、
  前 記 ユ ー ザ が 位 置 す る 環 境 を 視 認 す る よ う に 構 成 さ れ る カ メ ラ シ ス テ ム と 、
  前 記 カ メ ラ シ ス テ ム に 結 合 さ れ る 処 理 ユ ニ ッ ト で あ っ て 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
    第 １ の 解 像 度 を 有 す る 第 １ の 画 像 を 取 得 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 は 、 第 １  
の 角 を 有 す る 、 こ と と 、
    第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 第 ２ の 画 像 を 決 定 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記  
第 １ の 画 像 内 の 第 １ の 角 と 対 応 す る 第 ２ の 角 を 有 し 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像  
に 基 づ き 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 未 満 で あ る 、 こ と と 、
    前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す る こ と と 、
    前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
    少 な く と も 部 分 的 に 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 決 定 さ れ た 位 置 に 基 づ い て 、 前  
記 第 １ の 画 像 内 の 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と
  を 行 う よ う に 構 成 さ れ る 、 処 理 ユ ニ ッ ト と
  を 備 え る 、 装 置 。
（ 項 目 ２ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、 前 記  
角 の セ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 角 を 有 す る 、 項 目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ３ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 １ つ 以 上 の 基 準 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト を 検  
出 す る よ う に 構 成 さ れ 、
  前 記 １ つ 以 上 の 基 準 は 、 平 面 状 で あ り 、 か つ ／ ま た は 不 十 分 な テ ク ス チ ャ を 有 す る 前 記  
第 ２ の 画 像 内 の １ つ 以 上 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る た め の 第 １ の 基 準 、 線 形 構 成 を 有 す る  
前 記 第 ２ の 画 像 内 の １ つ 以 上 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る た め の 第 ２ の 基 準 、 ま た は 前 記 第  
１ の 基 準 お よ び 前 記 第 ２ の 基 準 の 両 方 を 備 え る 、
  項 目 ２ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ４ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は ま た 、 非 最 大 値 抑 制 を 実 施 し 、 前 記 角 の セ ッ ト 内 の 重 複 す る 検 出 さ  
れ た 角 を 排 除 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 項 目 ２ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ５ ）
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  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え 、
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の ハ ー ド ウ ェ ア は 、 前 記 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の ソ フ ト ウ ェ ア は 、 前 記 非 最 大 値 抑 制 を 実 施 す る よ う に 構 成 さ れ る 、
  項 目 ４ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ６ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 し 、 角 の サ ブ セ ッ ト を 前 記 角 の セ ッ ト か ら 選  
択 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 項 目 ２ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ７ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
    前 記 第 ２ の 画 像 を 第 １ の 画 像 部 分 を 有 す る 複 数 の 画 像 部 分 に 分 割 す る こ と と 、
    前 記 角 の セ ッ ト 内 の 角 毎 に 、 ス コ ア を 決 定 す る こ と と 、
    前 記 第 １ の 画 像 部 分 内 の 角 の ス コ ア に 基 づ い て 、 か つ 前 記 第 １ の 画 像 部 分 に 関 し て 事  
前 に 規 定 さ れ た 角 の 最 大 数 に 基 づ い て 、 １ つ 以 上 の 角 を 前 記 第 １ の 画 像 部 分 内 の 角 か ら 選  
択 す る こ と と
  に よ っ て 、 空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 項 目 ２ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ８ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え 、
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の ハ ー ド ウ ェ ア は 、 前 記 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の ソ フ ト ウ ェ ア は 、 前 記 空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 す る よ う に 構 成 さ れ る 、
  項 目 ６ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ９ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 角 を 含 む 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ  
う に 構 成 さ れ 、
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は ま た 、 少 な く と も 部 分 的 に 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 に  
基 づ い て 、 前 記 第 １ の 角 を 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト か ら 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る  
、
  項 目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ０ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る ハ ー  
ド ウ ェ ア と 、 前 記 第 １ の 角 を 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト か ら 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ  
る ソ フ ト ウ ェ ア と を 備 え る 、 項 目 ９ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ １ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 第 １ の 解 像 度 と 前 記 第 ２ の 画 像 の 前 記 第 ２  
の 解 像 度 と の 間 の 関 係 に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 項  
目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ２ ）
  前 記 第 ２ の 角 の 位 置 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） と 対 応 し 、
  前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） は 、 前 記 第 １ の 画 像 内 の 複 数 の ピ ク セ  
ル 位 置 と 対 応 し 、
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） に 対 す る 最 良 空  
間 関 係 を 有 す る 前 記 第 １ の 画 像 内 の 複 数 の ピ ク セ ル 位 置 の う ち の １ つ を 選 択 す る こ と に よ  
っ て 、 前 記 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ る 、
  項 目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ３ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 第 １ の 画 像 を 前 記 第 ２ の 画 像 に 変 換 す る こ と に よ っ て 、 前 記  
第 ２ の 画 像 を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ る 画 像 調 節 器 を 備 え 、
  前 記 画 像 調 節 器 は 、 前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 第 １ の 解 像 度 を ダ ウ ン ス ケ ー ル し 、 前 記 第 ２  
の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 を 取 得 す る よ う に 構 成 さ れ る 、
  項 目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ４ ）
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  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 第 １ の 基 準 に 基 づ い て 動 作 す る よ う に 構 成 さ れ る 角 検 出 器 を 備 え 、
  前 記 第 １ の 基 準 は 、 平 面 状 で あ り 、 か つ ／ ま た は 不 十 分 な テ ク ス チ ャ を 有 す る 前 記 第 ２  
の 画 像 内 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る 、
  項 目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ５ ）
  前 記 角 検 出 器 は さ ら に 、 第 ２ の 基 準 に 基 づ い て 動 作 す る よ う に 構 成 さ れ 、
  前 記 第 ２ の 基 準 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 線 形 構 成 を 伴 う オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る 、
  項 目 １ ４ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ６ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 第 １ の 定 数 ｋ １ に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出  
す る よ う に 構 成 さ れ る 、 項 目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ７ ）
  ｋ １ ＝ Ｒ ／ （ １ ＋ Ｒ ） ＾ ２ で あ り 、 Ｒ は 、 任 意 の 数 で あ る 、 項 目 １ ６ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ８ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 第 ２ の 定 数 ｋ ２ に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出  
す る よ う に 構 成 さ れ る 、 項 目 １ ６ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 １ ９ ）
  前 記 第 ２ の 定 数 ｋ ２ は 、 前 記 第 １ の 定 数 ｋ １ に 基 づ く 、 項 目 １ ８ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ２ ０ ）
  ｋ ２ ＝ （ ｋ １ － １ ／ １ ６ ） ／ １ ６ で あ る 、 項 目 １ ９ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ２ １ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 非 最 大 値 抑 制 ま た は 空 間 ビ ニ ン グ の う ち の 少 な く と も １ つ を 実 施  
す る よ う に 構 成 さ れ る 、 項 目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ２ ２ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 非 最 大 値 抑 制 ま た は 空 間 ビ ニ ン グ の う ち の 少 な く と も １ つ を 実 施  
す る よ う に 構 成 さ れ る ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え る 、 項 目 ２ １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ２ ３ ）
  前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 少 な く と も 部 分 的 に 、 前 記 第 １ の 角 の 位 置 に 基 づ い て 、 マ ッ プ を  
作 成 し 、 前 記 作 成 さ れ た マ ッ プ に 基 づ い て 、 前 記 ユ ー ザ の 位 置 特 定 を 実 施 す る よ う に 構 成  
さ れ る 、 項 目 １ に 記 載 の 装 置 。
（ 項 目 ２ ４ ）
  頭 部 装 着 型 画 像 デ ィ ス プ レ イ デ バ イ ス に よ っ て 実 施 さ れ る 方 法 で あ っ て 、
  第 １ の 解 像 度 を 有 す る 第 １ の 画 像 を 取 得 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 は 、 第 １ の  
角 を 有 す る 、 こ と と 、
  第 ２ の 解 像 度 を 有 す る 第 ２ の 画 像 を 決 定 す る こ と で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第  
１ の 画 像 内 の 第 １ の 角 と 対 応 す る 第 ２ の 角 を 有 し 、 前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 に  
基 づ き 、 前 記 第 ２ の 解 像 度 は 、 前 記 第 １ の 解 像 度 未 満 で あ る 、 こ と と 、
  前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 を 検 出 す る こ と と 、
  前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と 、
  少 な く と も 部 分 的 に 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 決 定 さ れ た 位 置 に 基 づ い て 、 前 記  
第 １ の 画 像 内 の 第 １ の 角 の 位 置 を 決 定 す る こ と と
  を 含 む 、 方 法 。
（ 項 目 ２ ５ ）
  前 記 第 ２ の 角 は 、 検 出 さ れ た 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト の 一 部 で あ る 、 項 目 ２ ４ に  
記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ２ ６ ）
  前 記 第 ２ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト は 、 １ つ 以 上 の 基 準 に 基 づ い て 検 出 さ れ 、
  前 記 １ つ 以 上 の 基 準 は 、 平 面 状 で あ り 、 か つ ／ ま た は 不 十 分 な テ ク ス チ ャ を 有 す る 前 記  
第 ２ の 画 像 内 の １ つ 以 上 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る た め の 第 １ の 基 準 、 線 形 構 成 を 有 す る  
前 記 第 ２ の 画 像 内 の １ つ 以 上 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る た め の 第 ２ の 基 準 、 ま た は 前 記 第  
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１ の 基 準 お よ び 前 記 第 ２ の 基 準 の 両 方 を 備 え る 、
  項 目 ２ ５ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ２ ７ ）
  非 最 大 値 抑 制 を 実 施 し 、 前 記 角 の セ ッ ト 内 で 重 複 す る 検 出 さ れ た 角 を 排 除 す る こ と を さ  
ら に 含 む 、 項 目 ２ ５ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ２ ８ ）
  前 記 方 法 は 、 ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え る 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 実 施 さ れ 、
  前 記 角 の セ ッ ト は 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の ハ ー ド ウ ェ ア に よ っ て 検 出 さ れ 、
  前 記 非 最 大 値 抑 制 は 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の ソ フ ト ウ ェ ア に よ っ て 実 施 さ れ る 、
  項 目 ２ ７ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ２ ９ ）
  空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 し 、 角 の サ ブ セ ッ ト を 前 記 角 の セ ッ ト か ら 選 択 す る こ と を さ ら に 含  
む 、 項 目 ２ ５ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ ０ ）
  前 記 第 ２ の 画 像 を 第 １ の 画 像 部 分 を 有 す る 複 数 の 画 像 部 分 に 分 割 す る こ と と 、
  前 記 角 の セ ッ ト 内 の 角 毎 に 、 ス コ ア を 決 定 す る こ と と 、
  前 記 第 １ の 画 像 部 分 内 の 角 の ス コ ア に 基 づ い て 、 か つ 前 記 第 １ の 画 像 部 分 に 関 し て 事 前  
に 規 定 さ れ た 角 の 最 大 数 に 基 づ い て 、 １ つ 以 上 の 角 を 前 記 第 １ の 画 像 部 分 内 の 角 か ら 選 択  
す る こ と と
  に よ っ て 、 空 間 ビ ニ ン グ を 実 施 す る こ と
  を さ ら に 含 む 、 項 目 ２ ５ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ １ ）
  前 記 方 法 は 、 ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア を 備 え る 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 実 施 さ れ 、
  前 記 角 の セ ッ ト は 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の ハ ー ド ウ ェ ア に よ っ て 検 出 さ れ 、
  前 記 空 間 ビ ニ ン グ は 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の ソ フ ト ウ ェ ア に よ っ て 実 施 さ れ る 、
  項 目 ２ ９ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ ２ ）
  前 記 第 １ の 角 を 含 む 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト を 検 出 す る こ と と 、
  少 な く と も 部 分 的 に 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 の 位 置 に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の 角 を  
前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト か ら 識 別 す る こ と と
  を さ ら に 含 む 、 項 目 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ ３ ）
  前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト は 、 ハ ー ド ウ ェ ア に よ っ て 検 出 さ れ 、 前 記 第 １ の 角 は 、  
ソ フ ト ウ ェ ア に よ っ て 、 前 記 第 １ の 画 像 内 の 角 の セ ッ ト か ら 識 別 さ れ る 、 項 目 ３ ２ に 記 載  
の 方 法 。
（ 項 目 ３ ４ ）
  前 記 第 １ の 角 の 位 置 は 、 前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 第 １ の 解 像 度 と 前 記 第 ２ の 画 像 の 前 記 第  
２ の 解 像 度 と の 間 の 関 係 に 基 づ い て 決 定 さ れ る 、 項 目 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ ５ ）
  前 記 第 ２ の 角 の 位 置 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） と 対 応 し 、
  前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） は 、 前 記 第 １ の 画 像 内 の 複 数 の ピ ク セ  
ル 位 置 と 対 応 し 、
  前 記 第 １ の 角 の 位 置 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の ピ ク セ ル 位 置 （ ｘ ｒ ， ｙ ｒ ） に 対 す る 最 良  
空 間 関 係 を 有 す る 前 記 第 １ の 画 像 内 の 複 数 の ピ ク セ ル 位 置 の う ち の １ つ を 選 択 す る こ と に  
よ っ て 決 定 さ れ る 、
  項 目 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ ６ ）
  前 記 第 ２ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 を 前 記 第 ２ の 画 像 に 変 換 す る こ と に よ っ て 決 定 さ れ 、
  前 記 第 １ の 画 像 は 、 前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 第 １ の 解 像 度 を ダ ウ ン ス ケ ー ル し 、 前 記 第 ２  
の 解 像 度 を 有 す る 前 記 第 ２ の 画 像 を 取 得 す る こ と に よ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 に 変 換 さ れ る  
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、
  項 目 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ ７ ）
  前 記 方 法 は 、 角 検 出 器 を 備 え る 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 実 施 さ れ 、 前 記 角 検 出 器 は 、 第 １  
の 基 準 に 基 づ い て 動 作 す る よ う に 構 成 さ れ 、
  前 記 第 １ の 基 準 は 、 平 面 状 で あ り 、 か つ ／ ま た は 不 十 分 な テ ク ス チ ャ を 有 す る 前 記 第 ２  
の 画 像 内 の オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る 、
  項 目 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ ８ ）
  前 記 角 検 出 器 は さ ら に 、 第 ２ の 基 準 に 基 づ い て 動 作 す る よ う に 構 成 さ れ 、
  前 記 第 ２ の 基 準 は 、 前 記 第 ２ の 画 像 内 の 線 形 構 成 を 伴 う オ ブ ジ ェ ク ト を 除 外 す る 、
  項 目 ３ ７ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ３ ９ ）
  前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 は 、 第 １ の 定 数 ｋ １ に 基 づ い て 検 出 さ れ る 、 項 目 ２ ４ に 記  
載 の 方 法 。
（ 項 目 ４ ０ ）
  ｋ １ ＝ Ｒ ／ （ １ ＋ Ｒ ） ＾ ２ で あ り 、 Ｒ は 、 任 意 の 数 で あ る 、 項 目 ３ ９ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ４ ２ ）
  前 記 第 ２ の 画 像 内 の 第 ２ の 角 は 、 第 ２ の 定 数 ｋ ２ に 基 づ い て 検 出 さ れ る 、 項 目 ３ ９ に 記  
載 の 方 法 。
（ 項 目 ４ ３ ）
  前 記 第 ２ の 定 数 ｋ ２ は 、 前 記 第 １ の 定 数 ｋ １ に 基 づ く 、 項 目 ４ ２ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ４ ４ ）
  ｋ ２ ＝ （ ｋ １ － １ ／ １ ６ ） ／ １ ６ で あ る 、 項 目 ４ ３ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ４ ５ ）
  非 最 大 値 抑 制 ま た は 空 間 ビ ニ ン グ の う ち の 少 な く と も １ つ を 実 施 す る こ と を さ ら に 含 む  
、 項 目 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
（ 項 目 ４ ６ ）
  少 な く と も 部 分 的 に 、 前 記 第 １ の 角 の 位 置 に 基 づ い て 、 マ ッ プ を 作 成 す る こ と を さ ら に  
含 む 、 項 目 ２ ４ に 記 載 の 方 法 。
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